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講演 6

　皆さん、こんにちは。ただ今ご紹介いただきました生存圏研究所、五十田でございます。
「木でつくる安全・安心な建築」ということで30分ほどお話をさせていただきますが、まず
私が所属をしている生存圏研究所を紹介しておきます。幾つか書かれておりますように、
環境を知り、よりよい生存圏を創生していきましょうということをやっています。環境を
守る森林から、先ほど森林の話がありましたけども、そういう森林の話から環境に優しい
材料をつくって、それで人の健康や安全・安心な生存圏、そして生活圏の形成をしていきま
しょう、というのが大きな流れです。木でつくる建物というのが環境にいいというような
こともあり、今日はその辺の話をさせていただきます。ミッションがいくつかありますが、
詳しくはホームページ等で確認をいただければと思います。
　先ほど、既に私の紹介をいただいたところですが、最近、いろんなところで講演をさせ
ていただいております。先週も二度ほどさ
せていただいているところです。私の最近
の話題は、地震被害の話、木材利用の話の
2つです。先ほど森林の話がありましたの
で、それをどう使っていくかというのが私
の最初のテーマです。
　その後に、その木材を使った建築物の
安全・安心ということで地震被害、地震の
話、この後に津波の話等あるかと思います
ので、その辺をつなげる役目かなと思いな
がら、今日は話をする次第ですし、あとは
設計法だとか、審査と書いてありますが、
やっぱり木材でつくる建築物というと、な
かなか難しいところがあり、新しい構造物
になりかねないというようなところがあり
ます。　例えば、ここ静岡県でというと、
静岡市のほうになりますけども、大きな
体育館が木造で建っております。一般的に
は、木造建築というと住宅が多かったりす
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るわけですけども、左の下ですが幼稚園も
木造でつくられています。
　静岡・浜松で、木でつくられているとい
うことですと、このような橋もあります。
さらには木のデザインというので、こうい
う美しさを持った木の建築物というのが建
てられているのが現状です。
　今、日本の状況、さらにはこの辺の状況
をお伝えしたところですけども、じゃあ世
界の話題はなにかというと、今世界が注目
しているのは高さです。いかに高さの高い
建築物を木でつくるかというような話で
す。木材を高層建築にどんどん利用しよう
というような話です。
　利用していくのに当たって10年ぐらい前
までは、このような6階建て、10階建てとい
うような建築物をどうやって建てるかを議
論し、建ったぞというので、みんなで見学
に行こうという時代がありました。
　つい最近になって10階よりももっと高い
建築物、こんなふうに20階建ての建築物が
建つようになっています。これが最初の話
題で、もうちょっと後で詳しくさせていた
だきますが、なぜ木造？木造でどこまでで
きるか？そして、日本でこのような高層木
造が建つのか？安全なのかというところを
話をさせていただきます。
　もう一つの話題は、地震被害というよう
なことを先ほど話をさせていただいたわけですが、既に3年ほど前になりますけども、熊本
で大きな地震、震度7が二度発生をいたしました。静岡県も地震危険度が非常に高いとい
われて久しいわけですけども、そんな建築物の耐震化を図っていこうというような話です。
　ちょっとビデオをご覧いただこうかと思いますけども、普通に建てられているといいます
か、建築基準の最低ラインを守って建てた建物に震度7の地震動を加えたときの映像です。
　1回目の地震に対しては、こんなふうに倒壊をせずに耐えれることになりますが、研究
ですし、とにかく壊すまで、倒すまでやらないと気がすまないところもありますんで、2回
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目の震度7が次の映像です。大分ほどよい感じで壊れてきたというと怒られますが、まだ
まだ実験は続けます。もう一度、同じ地震を加えようじゃないかというので、もう一度や
りました。
　最後は倒壊になりましたが、これは新築で建てられているものの耐震性能ということに
なりますが、のちほど、また詳しく紹介させていただきますけども、こういうビルもので
あっても1981年以前の建物は、地震危険度が非常に高いというふうにいわれております。
これは浜松で建てられている建物ですが、有名建築家が建てられた建物を、それをこんな
ふうに耐震補強するというようなものが見られています。
　後半には耐震補強の話、新築の話、さらには木材利用の話を進めていきたいと思いま
す。私、こんなふうに木材が好きで木造、さらには建築が好きで建築のことというのを、も
ともとは工学部の建築学科というところにおりましたけれども、今は農学部というとこ
ろで木材関係のことをやっている研究者でございます。　さて、世界では、どんどん高い
建物が建っていますよというような話をしましたが、計画まで含めると、最近こんな高層
木造があります。これはホームページ上で出ているようなものなんですけども、先ほど10
階建てぐらいまでですという話をしました。10階建てって大体30メートルぐらいです。30
メートルぐらい、一番上が300mです。途中の線が200mで、ここの線が100mということに
なりますが、木造は10階建てぐらいまでか
なと思っているのですが、どんどん、どん
どん高いの建てよう、といって、ちょっと
300mまでは実現するかどうかは難しいと
ころもあるかもしれません。しかし、日本
でも350mの木造建築を2041年に建てるこ
とをやろうと話が出ているところですけれ
ども、これはロンドン、イギリスですが、
300mの計画をケンブリッジ大学の先生が
つくられました。
　何で、こんなふうに木造建築を建ててい
くかというような話なんですがまず、ク
ロス・ラミネーティッド・ティンバー（Cross-
Laminated-Timber：CLT）というのが出てきま
す。このような材料を使う。これ、もとも
とティンバーですので木材です。山があっ
て木材を使う、そんなもので家を建てたり
する。それでリサイクルをしてエネルギー
利用する。家を建てるのに使わない部分も
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エネルギー利用する。その間に植林を進めていって、また使える材料が出てくる。
　化石燃料と資源が枯渇をするということは将来的に考えられるわけですけども、木材と
いう資源は、いつまでも永続的に供給可能という材料であって、そういう材料を使うこと
が求められている。このスライドがなぜ英語かというと、イタリアの方からもらったスラ
イドで、それをそのまま使っているもんですから英語になっております。海外の事情とい
うことで、こんな話をさせていただいておりますけども、サスティナビリティ、持続可能
性、さらにはスピード・オブ・コンストラクション、エネルギーエフィシェンシー、エネル
ギーの資源効率、サイズミックセーフティー、地震に強い、こういうような4つの項目を挙
げてですね、木材は持続可能性がある、環境にいいんだよと、こういう材料で、どんどん建
築物をつくっていこうではないか、というような話です。
　環境にいい一例として、こんなことが挙げられております。例えば、建築物を建てましょ
うという話です。これも単位がおかしくなっていますけども、2400スクエアフィートの建
物、住宅ぐらいのレベルのものを建てましょう。それに対して木材が、これぐらいの量を
使いますよって、その木材の中には、二酸化炭素が固定化されている。木材は山に植えら
れているときには二酸化炭素を吸収して、酸素をつくる。ということは、その木材を燃や
さない限り、この二酸化炭素、吸収した二酸化炭素は固定化されているということになり
ます。燃やせば出ちゃいますが、燃やさな
いうちは、利用しているうちは、二酸化炭
素が固定化されているということになり
ます。
　この固定化されている量が、どれぐらい
に当たるかというと、この建物で、5.7人の
人が乗っている車の1年間の排出量と同じ
だということなんです。木造建築をどんど
ん建てていくことによって、二酸化炭素を
吸収し、さらに固定化、排出せずに済むの
ではないかというような話です。
　世界的にも、そういうことが注目をされ
ているものですから、皆さんもご存じの
方、もう最近、ちょっとずつ浸透している
かと思いますけども、2030年に向けて世
界が合意した持続可能な開発目標の中に、
「住まい続けられるまちづくりを」という
中に、環境に優しい建物を建てていこうと
いう話がありますし、気候変動に具体的な
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対策をということで、木材の利用を進めましょう、というような話があります。
　このスライド、小さくて恐縮です。上がアメリカの建築基準になっています。下がヨー
ロッパの建築基準の変遷です。何が言いたいかというと、昔は2階建てぐらいの木造建築
しか建てなかった、建てさせなかったんです。それが、どんどん、これ黒いところが5階建
て以上を建てられる範囲ですが、5階建て以上を建てられる国の範囲が、こんなふうに増
えてきていますよ、というような話です。
　アメリカも先日、インターナショナル・ビルディングコードというのがありますが、その
国が定めているモデルコードですけども、そのモデルコードが2年後くらいに変わります
よというのがアナウンスされました。もともとは6階建てぐらいの建築物しか建てられな
かったんです、木造は。それを今度は18階まで建てていいですよ、というふうに法令が変
わっております。
　こういうように法令を変えただけでは、なかなか具体的には進んでいかないわけですけ
ども、やはり新しい材料というのが出現したのが大きいところです。その新しい材料とい
うのがクロス・ラミネーティッド・ティンバーという木材の塊のようなものです。こういう
塊のようなものを工場でつくって、それで工場でつくったものをトレーラーに載っけて、
現場では、こんなふうに、模型のようにつくっていく。そうすることによって、先ほどス
ピード・オブ・コンストラクションというの
がありましたが、早い施工の時間、工事の
時間が少なくて済むというような優位な点
があります。
　さて日本は？という話です。ちょっと幾
つか登場人物が出てまいりますが、もう既
に5年ほど前になりますけども、首相が建
築物の実証や建築基準の見直しなどを進め
て、先ほど紹介したCLTですが、「CLTの
活用普及に努めていきたい」というような
話をされました。
　当時の国土交通大臣です。平成28年度
早期を目処にCLTの建築基準を策定しよ
うというので、「建築物の中にCLTが使え
る環境をつくっていきましょうよ」という
ような話がありました。下は林野庁長官で
す。「我が国でもCLTを普及させる」という
ような話があります。
　さらに、いろんな登場人物が、実は出て
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まいりますが、木を使った新しい建築材料、地方創生しましょうというので、国会議員の
方々が「国をあげて木材利用」といっています。この写真は、CLTを見て、「ああ、こんな材
料なのか」といってられる先生がいらっしゃいます。そんな見学会がなされたりしている
ところです。
　国を挙げてやっているわけですから、林野庁のほうでも、先ほど見ていただいた、あれ
はイタリアの方々から貰ったスライドなんですけども、似たようなものが出てまいりま
す。木を切って、植えていって、その間に
木材を利用していけばいいじゃないかとい
うような話です。
　今、日本は木材が非常に余った状態にあ
ります。これ木材の年齢分布です。こちら
が年齢が若い、こちらが年をとっていると
いうことです。これが全体的に、こちら側
に来ると、それはそれで材積が増えてい
いではないか、と思われるかもしれません
が、実は、やはり老齢化をすると、その木
は腐るというか、朽ちるというか、立って
いられなくなるというか、適齢期で使うと
いうのが基本的なことなんです。現状のま
ま、10年間推移すると約6割になるという
のは、先ほど言ったように全てが利用され
るわけではない、というような状況になっ
てしまうわけです。
　日本で5階建てぐらい建てましょう、と
いう話になると、地震国なので、実験で耐
震性を確認してから、というので、5階建て、CLTという材料を使った5階建てで、阪神・
淡路大震災に耐えられるのか、というような実験を実施しております。
　やはり日本では地震、そしてその後の火災というのがあるかと思います。地震が起こっ
た後の火災ということですと、関東大震災のときは、地震直後は、さほど建物が倒れてい
るわけではないんですけども、そのあたりに火災が発生をして焼け野原になってしまっ
て、多くの人命10万人に上るような人命が失われてしまいました。
　火事にも強くて、地震にも強い、日本らしい高層、木材を使った高層建築を建てていこ
うというので、今、国を挙げてやっているところですし、そのお手伝いをさせていただい
ているところです。実際に建っている建物が、この真ん中の二つですね。右側にあるのは
国を挙げてやっているプロジェクトの紹介でございます。
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　このような取り組みを報道してくれる新
聞社も幾つかあり、教育面で「高層ビル、木
で建てる」というので、うちの研究室を取
材いただきました。
　以上、「木材の可能性というのを今後考
えていきたい、日本らしい木造建築という
のを考えていこう」というのが一つ目の話
題でした。
　二つ目の話題にまいりたいと思います。
静岡、きょうは浜松というところですが、
地震が非常に逼迫した状況にあるところで
ございます。地震が発生をするということ
になると、建物に被害が出る、津波の被害
が出る、土砂災害も起こる、液状化も起こ
る。きょうの私の話は建物被害です。さら
にいうと木造建築の建物被害ということに
なります。
　熊本地震のときに益城町という地域で、
建物の悉皆調査、2500棟の調査をやりま
しょうということで、日本建築学会と国土
交通省が協力をして実施をしました。赤が
倒壊です。その次の上が大破をしている、
大規模半壊というところでしょうか、ある
いは全壊の建物です。その上、軽微、小破、
中波というのが黄色です。無被害というの
が青になります。
　これは今の被害を年代別に分けてみたも
のです。1981年以前のものは非常に多くの
建物、3割ぐらいの建物が倒壊をしていま
す。1981年から2000年までは、それの3分
の1ぐらい、9％ぐらいが倒壊をしてしまい
ました。残念なことに現在の基準を守って
いる建物も、7棟、倒壊をしてしまいました。
　きょう、きっと「家をこれから建てるん
だ」あるいは「我が家は大丈夫かな」と思わ



68

れている方がきていらっしゃるかと思いますが、こういう話をいろんなところでさせてい
ただいておりますけども、1981年以前の木造住宅は、「耐震診断をしてください」と案内が
くるかと思いますが、性能が足りないことが多いので補強してください、と私はいってい
ます。
　1981年から2000年までのもの、鉄筋コンクリート造や鉄骨造ですと、この範囲の建物は
「安全です」といわれるところです。木造ですと、ちょっと問題があるのがあります。なの
で、この範囲は耐震診断で問題を見つけてください。といいます。　2000年以降は概ね安
心です。ただし、地震の後に継続使用でき
るか、どうかというのは、どれぐらいの性
能で建物を建てているかに依存するので、
確認が必要です。
　何で、こんなふうに年代別に被害が違う
かという話ですが、建築基準法が変わって
いる、というのが背景です。建物を建てる
ときに順守しなければいけないというのが
建築基準法です。例えば、4つの項目がある
とします。倒壊した建物の下敷きになって
死亡しない。家具の転倒によって怪我、死
亡しない。建て替えをしなくていい住宅を
つくる。損傷費用もほとんどかからない。
余震に対しても安心して生活できる、とい
うような4つの項目です。それで、建築基
準が目指しているのは、実は1だけです。　
倒壊した建物に、とにかく倒壊しないよう
に建物をつくろうと言っています。これ
は木造だけの問題ではなくて、鉄筋コンク
リート造、こういう建物も同じです。
　じゃあ、ほかの項目、余震に対して安心
して生活できるようには、どうすればいい
かというのは、これ皆さんが決めることな
んです。基準法は、そこまでは考えていな
いというような話です。
　一部損壊、半壊、大規模半壊、全壊とい
うのがあって、全壊した後に倒壊というこ
とが起こります。建築基準が目指している
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のは、ここなんです。大規模な地震、大きな地震がきたときに、全壊はもう仕方ないよと
いう話です。倒壊だけしないようにすればいいとうことです。「こんな話、初めて聞いた」
という方が、結構いらっしゃるんじゃないかと思いますが、益城町というところに行くと、
残っている住宅は多くはありません。ほぼ激震地で被害が小さかった住宅は、基準法の倍
ぐらいの性能で建てられているという建物でした。基準を最低守っているだけの建物は
倒壊をせずに人命を守れたかもしれませんが、継続して使用できるものではありません
でした。
　2倍ぐらいの性能で建てるというと、建築コストも2倍になるんじゃないのと思われる
方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません。建築コストは幸いなこと
に数％、10万円ぐらいで、普通の建物であれば2倍ぐらいの性能を確保することが可能だ
というふうに思われています。
　それぐらいの性能を持たせた住宅の実験をした映像がありますので、それをご覧いただ
こうかと思います。熊本地震のときの地震波を入力しております。
　熊本地震の前震を入れたら、その後に本震を入れる。さらには阪神・淡路大震災のときの
地震を入れる。いろんな地震を入れて損傷があまりないというようなことを確認した実験
です。テレビコマーシャルでもいろいろ出てまいりますよね。どこのメーカーさんとは言
いませんが、こんなふうに損傷しないというレベルを目指して震度7、60回って、大地震60
回は、なかなか来ないと思いますが、一つの地域で。さらには建物が壊れやすい震度7に耐
えるというような報道もされているかと思います。こんな建築物を選んでいただければ、
大地震があったとしても倒壊をするだけで
はなくて、安全な安心に住まえるものだと
思います。これも、どこの会社かわからな
いように、名前を消していますが、せっか
く浜松に来たので、40年を迎えている会社
さんですが、いい住宅、「建物は性能、家は
性能」というので、性能で売っている会社
さんです。こういうような勉強をされてい
るメーカーさんを選んでいただければ、十
分安全な建物が建てられるかと思います。
　私の二つの提案というのがこれです。ま
ず、新築するなら、激震地にあっても損傷
を防げる基準法の2倍とかの性能の高い
家、10万円ぐらいでできますよ、というよ
うな話をさせていただきました。特殊なも
のを除きです。
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　そして、今住んでいる家があり、うちは大丈夫なの？って人への提案です。映像を見て
もらおうかと思いますが、左側が耐震補強をしていない建物です。右側が耐震補強をしま
した。震度7の地震動を加えるとどうなるか、という映像です。1981年以前の建物というこ
とになると左側の建物くらいの性能が大半だと思われます。その建物、同じ年代に建てら
れたものを耐震補強しているのが右です。無被害とは言いませんが、倒壊をせずに耐える
ということができたわけです。二つ目の提案は、1981年以前の地震危険度の高い、地震が
来たときに倒壊してしまうような可能性の高い既存の住宅は、激震地にあっても人命を損
なわない、基準法の最低ラインでいいから、そのラインに改修をしていきましょう、とい
うものです。そういう建物に改修すれば、激震地でなければ、激震地から離れていれば、建
て替えをしなくてもいい住宅になるはずです。では何をすればいいかというと、耐震診断
をやって、補強して耐震の点数、評点1.0の住宅を目指してください、ということです。
　みんなで性能の高い家をつくれば建築物の地震被害は最小限化できますというので、
きょうの話はここまでなんですが、幸いなことに、ちょっと時間ができました。というの
は、既に私の講演の前に、なぜか質問が来ました。私の講演を聞かないのに何で質問がで
きるのかなと思っていますけれども、せっかくなんで、それにたいする回答をちょっとさ
せていただこうか思います。「家を建てたいんですが、誰に頼めばいいですか」という質問
です。それで用意したスライドが3枚あり
ます。「大地震に対する経験と勘」という話
です。
　木造住宅は、大工さん、職人さんが、経
験とか勘で建てているんだから間違いない
んだとおっしゃる方が多いですけれども、
大地震に関しては、職人よりも学者が言っ
ていることのほうが正しいです。学者が
言っているんだから間違いありません。
　今年大雪が降って、軒先が壊れて、断面
を大きくして壊れないようになるかなと
思ったら、また壊れて、それで、また補強
の仕方を変えて、新しい方法で補強すると
いうことになると、いずれ壊れなくなっ
て、その時点で経験と勘が蓄積をされると
いうことになります。
　大地震ということになると、その人の一
生から見ると非常に長いんですね。熊本で
地震が、あの地域で起こるというのは2000
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年後だそうですから、当時2000年後といわれたので、今は1997年後かもしれませんが、そ
のぐらいの時間を要するので、一つの地域で建てている大工さん、職人さんは、経験と勘
というのを蓄積するのはなかなか難しいかと思います。
　先ほどから見ていただいているように振
動台実験というのをやって、どういうふう
にすれば建物が壊れなくなるかということ
を、研究してきています。地震が来ると新
聞紙上に、こんなのが、まず最初に出ます
ね、「経験したことのない揺れ」という話で
す。やっぱり経験したことがないんです。
なので、誰に頼めばいいかという話に移っ
ていきますが、大手ハウスメーカーさん
は、実はいろんなところで建物を建ててい
ます。なので、ある程度経験が積まれてい
るといってもいいかと思います。だから、
標準仕様を耐震等級3という非常に高いレ
ベルのものにしているところもあります。
基準法ぐらいのレベルで建てていると、地
震が来たときに大きな被害を受けてしま
うということを知っているからです。地方
で経験しているのは、ごく一部です。熊本
は今、耐震先進県だと思っています。もの
すごく強い建物が一般的に建てられていま
す。地震を経験したので、経験ができて、当たり前の話ですが、それで建物が強くつくられ
ていくということになります。それで、質問に対する答えは、経験とか勘の不足分を、勉強
して補っている業者さんに頼んでください、です。でも誰に頼めばいいか、よくわからな
いという話になるので、例えばというのでここに書いてありますが、私、年間、耐震の話で
50回ほど、いろんな地方を回らせていただいております。五十田の話を聞いたことがある
人かどうか、確認してみてください。聞いたことがあるよという人は多分大丈夫だと思い
ます。そういう業者さんを選んでいただければと思います。
　最後は、ちょっと変な話になってしまいましたが、ご清聴どうもありがとうございまし
た。以上で私の話を終わります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　




